
議第６４号

三島市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例案

三島市福祉事務所設置条例（昭和26年三島市条例第19号）の一部を次のように改

正する。

第 2 条中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。

附 則

この条例は、平成26年10月 1 日から施行する。

平成２６年９月９日提出

三島市長 豊 岡 武 士


